
尾張旭市監査公表第１１号 

平成２８年２月２９日付け尾張旭市監査公表第６号をもって公表した定例監査

結果報告について、市長から措置を講じた旨通知がありましたので、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により次のとおり公表し

ます。 

平成２８年３月３１日 

 

尾張旭市監査委員 長谷川 博 樹     

 

 

尾張旭市監査委員 牧 野 一      

 

 

市民生活部環境課 

監 査 の 指 摘 事 項 措 置 状 況 

１ 資源等収集運搬業務契約事務につい

て、予定価格を設定する際に設計額を

合理的理由もなく減額する事例が認め

られた。予定価格を決定するにあたり、

設計額から減額する場合には合理的理

由が必要である。 

２ 住宅用太陽光発電システム設置費補

助事業に係る第１期、第２期及び第３

期の補助金交付決定の決裁が課長専決

で行われている。決裁規程により第１

期及び第３期の交付決定は部長専決に

より、第２期の交付決定は副市長専決

により行う必要がある。 

３ 補助金交付申請書兼実績報告書にお

いて、申請人以外の者による必要と思

われない数字の書き込みが複数件行わ

れていた。申請書の取り扱いについて

適切な事務処理を行うよう注意が必要

である。  

１ 指摘事項については、以後の事務

において全て改めます。 

 

 

 

 

２ 指摘事項については、以後の事務

において全て改めます。 

 

 

 

 

 

３ 指摘事項については、以後の事務

において全て改めます。 

 

 

 


